
 

議 案 第 ７ ２ 号 

 

 

 

富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。 

 

 

 

  平成２８年９月１３日提出 

 

 

 

                    富士見市長 星 野 光 弘 

 

 

 

提 案 理 由 

 手数料の減免に関する規定を整備するため、富士見市手数料条例の一部を改正した

いので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。 

 

 

  



  

富 士 見 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  

 富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項各号列記以外の部分中「免除する」を「減額し、又は免除する」に改

め、同項第６号中「規定する」を「掲げる」に改め、「免除する」を削り、同条第２

項及び第３項を次のように改める。 

２ 法律で条例の定めるところにより無料で戸籍に関する証明を行うことができる旨

の規定がある場合は、当該証明に係る手数料を免除する。 

３ 身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）第２条第１項に規定する身体障

害者補助犬の使用者からその身体障害者補助犬について申請があった場合は、手

数料を免除する。 

第６条第４項を削る。 

 別表５２の項中「第１２条第７項」を「第１２条第８項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 


